
政
令
第
三
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

地
方
自
治
法
施
行
令
目
次
中
「
第
三
節

特
例
市
に
関
す
る
特
例
」
を
削
る
。

第
九
十
三
条
中
「
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。

第
九
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
節
の
規
定
を
指
定
都
市
に
関
す
る
直
接
請
求
に
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
関

す
る
規
定
は
区
及
び
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
関
す
る
規
定
と
み
な
し
、
第
九
十
二
条
第
二
項
中
「
市
町
村
の
」
と

あ
る
の
は
「
区
又
は
総
合
区
の
区
域
内
に
お
い
て
」
と
す
る
。

第
百
二
十
一
条
中
「
副
市
町
村
長
」
の
下
に
「
、
指
定
都
市
の
総
合
区
長
」
を
加
え
る
。



第
百
四
十
条
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
に
、
「
「
十
日
以
内
」
」
を
「
「
十
日
以
内
」
と
」

に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
一
を
削
り
、
第
百
七
十
四
条
の
四
十
二
を
第
百
七
十
四
条
の
四
十
一
と
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
三
を
削
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
四
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
区
に
」
を
「
指
定
都
市
の
区
（
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
「
区
」
と
い
う
。
）
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
監
査
委
員
又
は
」
の
下
に
「
当
該
区
の
」
を
加
え
、
同
条
を
第

百
七
十
四
条
の
四
十
二
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
区
会
計
管
理
者
）
」
を
付
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
五
を
第
百
七
十
四
条
の
四
十
三
と
し
、
第
百
七
十
四
条
の
四
十
六
を
第
百
七
十
四
条
の
四
十
四
と

す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
七
中
「
そ
の
区
に
お
け
る
」
を
「
当
該
区
の
区
域
内
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
七
十
四

条
の
四
十
五
と
し
、
第
百
七
十
四
条
の
四
十
七
の
二
を
第
百
七
十
四
条
の
四
十
六
と
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
八
第
二
項
中
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
七
十
四
条
の
四
十
七
と
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
中
「
乃
至
第
百
三
十
七
条
」
を
「
か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
」
に
、
「
こ
れ
を
」
を
「
つ
い
て



」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
一
人
」
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
人
」
と
、
第
百
三
十
条
第
一
項
中
「
普
通
地
方
公
共

団
体
の
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
」
と
あ
る
の
は
「
区
が
廃
止
さ
れ
た
」
と
、
「
消
滅
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
」
と
、
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
区
又
は
総
合

区
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
（
当
該
地
域
が
属
す
る
市
が
廃
置
分
合
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、
当
該
地
域
が
新
た

に
属
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
）
に
」
と
、
第
百
三
十
一
条
中
「
都
道
府
県
に
係
る
事
務

の
引
継
ぎ
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
、
市
町
村
に
係
る
事
務
の
引
継
ぎ
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道

府
県
知
事
」
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
を
第
百
七
十
四
条
の
四
十
八
と
し
、
第
二
編
第
八
章
第
一
節
中
同
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え

る
。（

総
合
区
長
の
事
務
の
引
継
ぎ
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
八
の
二

第
百
二
十
三
条
、
第
百
二
十
四
条
、
第
百
二
十
八
条
、
第
百
三
十
条
及
び
第
百
三
十
一
条

の
規
定
は
、
総
合
区
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
に
あ



つ
て
は
三
十
日
以
内
、
市
町
村
長
に
あ
つ
て
は
二
十
日
以
内
に
そ
の
担
任
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
十
日
以
内
に
地
方
自
治

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
総
合
区
長
が
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
」
と
、
「
引
き
継
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
か
ら
委
任
さ
れ
た
事
務
が
あ
る
と

き
は
、
退
職
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
当
該
事
務
を
市
長
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の

担
任
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
本
文
に
規
定
す
る
」
と
、
「
副
知
事
又
は
副
市
町
村
長
（
地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条

第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
職
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
総
合
区
長
の
職
務

を
代
理
す
べ
き
職
員
」
と
、
「
副
知
事
又
は
副
市
町
村
長
は
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
職
員
は
」
と
、
第
百
三
十
条
第
一
項

中
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
」
と
あ
る
の
は
「
総
合
区
が
廃
止
さ
れ
た
」
と
、
「
消
滅
し
た
普
通
地

方
公
共
団
体
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
総
合
区
の
総
合
区
長
」
と
、
「
当
該
地
域
が
新
た
に
属
し
た
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
市
長
（
当
該
地
域
が
属
す
る
市
が
廃
置
分
合
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、
当
該
地
域
が
新
た
に

属
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
二
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二
十
三
条
第
一
項

本
文
及
び
第
二
項
」
と
、
「
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
」
と
、
「
準
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す
る
。
こ
の
場



合
に
お
い
て
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
本
文
中
「
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
日
（
当
該
地
域
が
属
す
る
市
が
廃
置
分
合

に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、
二
十
日
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
と
、
第
百
三
十
一
条
中
「
都
道
府
県
に
係
る
事

務
の
引
継
ぎ
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
、
市
町
村
に
係
る
事
務
の
引
継
ぎ
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
総
合
区
長
が
任
免
す
る
職
員
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
八
の
三

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
の
二
第
九
項
の
政
令
で
定
め
る
職
員
は
、
総
合
区

会
計
管
理
者
及
び
総
合
区
出
納
員
そ
の
他
の
総
合
区
会
計
職
員
と
す
る
。

（
総
合
区
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
場
合
の
総
合
区
長
の
職
務
の
特
例
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
八
の
四

総
合
区
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
総
合
区
長
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
市
長
が
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
総
合
区
会
計
管
理
者
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
八
の
五

総
合
区
に
総
合
区
会
計
管
理
者
一
人
を
置
く
。

２

第
百
七
十
四
条
の
四
十
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
三
の
規
定
は
、
総
合
区
会
計
管
理
者



に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
四
条
の
四
十
二
第
三
項
中
「
区
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
合
区

長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
総
合
区
出
納
員
そ
の
他
の
総
合
区
会
計
職
員
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
八
の
六

総
合
区
会
計
管
理
者
の
事
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
総
合
区
出
納
員
そ
の
他
の
総
合
区
会
計

職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
百
七
十
四
条
の
四
十
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
総
合
区
出
納
員
そ
の
他
の
総
合
区
会
計
職
員
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
区
会
計
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
合
区
会
計

管
理
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
八
の
七

第
百
三
十
四
条
か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
及
び
第
百
四
十
条
中
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
に

関
す
る
規
定
並
び
に
第
百
七
十
四
条
の
四
十
五
か
ら
第
百
七
十
四
条
の
四
十
七
ま
で
の
規
定
は
、
総
合
区
の
選
挙
管
理
委

員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
十
条
中
「
一
人
」
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
人
」
と
、
第
百
三

十
条
第
一
項
中
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
」
と
あ
る
の
は
「
総
合
区
が
廃
止
さ
れ
た
」
と
、
「
消
滅



し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
」
と
、
「
普
通
地
方
公
共

団
体
の
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
区
又
は
総
合
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
（
当
該
地
域
が
属
す
る
市
が
廃
置
分
合
に

よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、
当
該
地
域
が
新
た
に
属
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
）
に
」
と
、

第
百
三
十
一
条
中
「
都
道
府
県
に
係
る
事
務
の
引
継
ぎ
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
、
市
町
村
に
係
る
事
務
の
引
継
ぎ
に
あ
つ

て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
都
市
と
包
括
都
道
府
県
の
間
の
協
議
に
係
る
勧
告
等
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
八
の
八

総
務
大
臣
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勧

告
の
求
め
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勧
告
の
求
め
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
下
げ
に
同
意
し
た

と
き
は
、
そ
の
旨
を
相
手
方
で
あ
る
指
定
都
市
の
市
長
又
は
包
括
都
道
府
県
（
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
包
括
都
道
府
県
を
い
う
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
知
事
及
び
国
の
関
係
行
政
機
関
の

長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
務
大
臣
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整

委
員
に
勧
告
の
求
め
に
係
る
総
務
大
臣
の
勧
告
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
及
び
指
定
都
市
都
道



府
県
勧
告
調
整
委
員
の
氏
名
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
指
定
都
市
の
市
長
及
び
包
括
都
道
府
県
の
知
事
並
び
に
国
の
関
係

行
政
機
関
の
長
に
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
の
求
め
が
あ
つ
た
事
項
に
関
す
る
指
定
都

市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
の
意
見
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勧
告
に
関
す
る
意
見
」
と
い
う
。
）
は
、
勧
告
の
求
め

が
あ
つ
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務

大
臣
に
勧
告
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
及
び
当
該
勧
告
に
関
す
る
意
見
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
は
、
勧
告
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定

都
市
の
市
長
及
び
包
括
都
道
府
県
の
知
事
並
び
に
関
係
人
の
出
頭
及
び
陳
述
を
求
め
、
又
は
指
定
都
市
の
市
長
及
び
包
括

都
道
府
県
の
知
事
並
び
に
関
係
人
並
び
に
勧
告
の
求
め
に
係
る
事
件
に
関
係
の
あ
る
者
に
対
し
、
勧
告
に
関
す
る
意
見
を

述
べ
る
た
め
必
要
な
記
録
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
意
見
の
決
定
並
び
に
前
項
の
規



定
に
よ
る
出
頭
、
陳
述
及
び
記
録
の
提
出
の
求
め
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
の
合
議
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

７

総
務
大
臣
は
、
指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
に
対
し
、
勧
告
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
る
経
過
に
つ
い
て
報
告
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九

前
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
勧
告
の
手
続
の
細
目
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

第
二
編
第
八
章
第
三
節
の
節
名
を
削
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十

削
除

第
百
七
十
七
条
第
二
項
中
「
を
あ
ら
た
に
画
し
」
を
「
若
し
く
は
総
合
区
を
新
た
に
設
け
」
に
、
「
そ
の
」
を
「
こ
れ
ら

の
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
二
条
第
三
項
中
「
あ
つ
て
は
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
加
え
、
「
合
せ
て
」
を
「
合
わ
せ
て
」
に
改
め



る
。第

百
九
十
条
第
二
項
中
「
定
が
」
を
「
定
め
が
」
に
、
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
、
「
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」

を
加
え
る
。

第
二
百
十
二
条
の
二
の
表
第
九
十
三
条
の
項
、
第
二
百
十
二
条
の
四
の
表
第
九
十
三
条
の
項
、
第
二
百
十
三
条
の
二
の
表

第
九
十
三
条
の
項
、
第
二
百
十
四
条
の
二
の
表
第
九
十
三
条
の
項
、
第
二
百
十
五
条
の
二
の
表
第
九
十
三
条
の
項
、
第
二
百

十
六
条
の
三
の
表
第
九
十
三
条
の
項
及
び
第
二
百
十
七
条
の
二
の
表
第
九
十
三
条
の
項
中
「
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」

を
加
え
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
、
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
、
区
長
」
の
下
に
「
又
は
総
合

区
長
」
を
加
え
る
。

（
人
口
動
態
調
査
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
口
動
態
調
査
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
六
条
中
「
東
京
都
及
び
」
を
「
特
別
区
の
区
長
並
び
に
」
に
、
「
区
の
区
長
」
を
「
区
長
及
び
総
合
区
長
」
に
改
め
る
。

（
災
害
救
助
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
当
該
市
の
区
」
の
下
に
「
若
し
く
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。

一

災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号

二

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第

じ
ん

二
十
五
条

三

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
の
指
定
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平

成
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
条

四

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年

政
令
第
十
八
号
）
第
五
条

（
土
地
改
良
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
中
「
又
は
区
長
」
を
「
（
総
合
区
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
区
長
（
総
合
区
長
を
含



む
。
）
」
に
改
め
る
。

（
漁
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
あ
つ
て
は
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
加
え
る
。

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
中
「
一
の
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
第
百
四
十
一
条
の
二
及
び
第
百
四
十
一
条
の
三
を
除
き
、
以

下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
一
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に
対
す
る
法
の
適
用
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
そ
れ
ぞ
れ
区
」
及
び
「
、
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を

加
え
る
。

第
百
四
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
加
え
る
。

（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
八
条

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
に
よ
り
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

（
自
動
車
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

自
動
車
登
録
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
又
は
区
長
」
の
下
に
「
若
し
く
は
総
合
区
長
」
を
加
え
る
。

（
農
地
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

農
地
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
中
「
に
よ
り
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
又
は
区
長
」

の
下
に
「
（
総
合
区
長
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
学
校
教
育
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
そ
の
区
の
区
長
」
を
「
区
長
又
は
総
合
区
長
」
に
改
め
る
。

（
自
衛
隊
法
施
行
令
及
び
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）



第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
区
長
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
長
」
を
加
え
る
。

一

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
五
十
四
条

二

公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
附
則
第
五
条
第
九

号
（
建
設
機
械
登
記
令
等
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
、
区
長
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
長
」
を
加
え
る
。

一

建
設
機
械
登
記
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
三
百
五
号
）
別
表
の
一
の
項
添
付
情
報
欄

二

企
業
担
保
登
記
登
録
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
七
号
）
別
表
の
十
の
項
添
付
情
報
欄

三

船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項

四

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）
別
表
の
三
の
項
添
付
情
報
欄

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
七
条
第
三
項
を
削
る
。



（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
区
を
」
を
「
区
及
び
総
合
区
を
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区

」
を
加
え
る
。

（
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
二
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
の
二
第
四
号
イ
中
「
及
び
」
を
「
を
含
む
も
の
と
し
、
」
に
、
「
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
に
規
定
す
る
区
を
含

む
。
以
下
」
を
「
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
又
は
総
合
区
と
す
る
。
次
号
ロ
に
お
い

て
」
に
改
め
る
。

（
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
十
五
条
第
一
項
中
「
指
定
都
市
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
、
同
法
」
を
「
又
は
同
法
」
に

改
め
、
「
中
核
市
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一

項
の
特
例
市
（
以
下
「
特
例
市
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
、
中
核
市
又
は
特
例
市
」
を
「
又
は
中
核
市
」
に
改
め
る
。

（
指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
特
例
市
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
特
例
市
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
八

年
政
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
政
令

目
次
中
「
第
三
章

特
例
市
関
係
（
第
九
条
）
」
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
の
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
行
な
う
」

を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
三
章
を
削
る
。

（
住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
十
九
条

住
居
表
示
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
は
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
、
「
お
し
た
」
を
「
押
し
た
」
に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に
対
す
る
法
の
適
用
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
三

条
第
一
項
の
項
中
「
区
長
」
の
下
に
「
（
総
合
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
表
第
九
条
第
二
項
の
項
中
「

、
区
の
」
を
「
、
区
（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項

そ
の
旨
及
び

そ
の
旨
並
び
に

市
町
村
名

市
名
及
び
区
名
又
は
総
合
区
名

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
の
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区

」
を
、
「
区
長
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
第
十
三
条
第
三
項
の
項
中
「
区
長
」
の
下
に
「

（
総
合
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
当
該
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お



い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
表
第
三
十
条
の
二
十
七
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
及
び
区
名
」
の
下
に
「
（
総
合
区
名
を
含

む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

（
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
苫
小
牧
市
」
の
下
に
「
、
川
口
市
、
所
沢
市
」
を
、
「
市
原
市
」
の
下
に

「
、
平
塚
市
」
を
加
え
、
「
及
び
大
牟
田
市
」
を
「
、
四
日
市
市
、
吹
田
市
、
八
尾
市
、
明
石
市
、
加
古
川
市
、
呉
市
、
大

牟
田
市
及
び
佐
世
保
市
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
粉
じ
ん
」

を
「
粉
じ
ん
」
に
、
「
第
二
項
各
号
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
「
地
方
自
治
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

附
則
第
五
項
中
「
及
び
特
定
特
例
市
の
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政
令
市
の
長
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
政

令
市
の
長
等
に
」
を
「
政
令
市
の
長
に
」
に
改
め
る
。

（
都
市
再
開
発
法
施
行
令
及
び
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
（
以
下
こ
の
条



に
お
い
て
「
特
例
市
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
又
は
特
例
市
」
を
削
る
。

一

都
市
再
開
発
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
二
号
）
第
五
十
二
条

二

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
六

十
条

（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
、
同
法
」
を
「
及
び
同
法
」
に
改
め
、
「
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
の

長
」
を
削
る
。

（
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
号
中
「
ば
い
煙
発
生
施
設
」
の
下
に
「
、
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同

条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
号
」
に
、
「
、
中
核
市
及
び
特
例
市
」
を
「
及
び
中
核
市
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二



号
と
す
る
。

（
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
事
務
及
び
」
を
削
り
、
「
地
方
自
治
法
」
の
下
に
「
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
加
え
、
「
こ
の
項
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

法
第
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
指
導
、
助
言
及
び
勧
告
に
関
す
る
事
務

五

法
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

第
八
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

（
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
号
並
び
に
第
八
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
の
表
第
七
条
第
一
項
の
項
及
び
第
七
条
の
二
第
一
項
の
項
中

「
そ
の
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。



（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令

第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
中
「
、
同
法
」
を
「
及
び
同
法
」
に
改
め
、
「
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例

市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
市
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
、
中
核
市
又
は
特
例
市
」
を
「
又
は
中
核
市
」
に
、

「
中
核
市
、
特
例
市
に
あ
つ
て
は
特
例
市
」
を
「
、
中
核
市
」
に
改
め
る
。

（
公
証
人
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

公
証
人
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
及
び
」
を
「
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
」
に
改
め
、
「
区
長
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
長
」
を
加
え
る
。

（
計
量
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）



第
三
十
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
及
び
」
を
「
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
」
に

改
め
、
「
、
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
第
二
条

二

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号

三

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
施
行
令
（
平
成
二

十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
第
一
条

四

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平

成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項

（
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
市
の
区
」
の
下
に
「
若
し
く
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
三
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
、
同
法
」
を
「
若
し
く
は
同
法
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
同
法
第
二
百
五
十
二

条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
」
を
削
る
。

一

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
表
法
第
二
十

条
の
四
第
三
項
の
項

二

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
第
五
条
た
だ
し
書

（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
廃
止
）

第
三
十
三
条

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令

第
四
百
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
、
「
区
長
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
長
」
を
加
え

、
同
条
第
二
項
中
「
の
区
長
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
の
総
合
区
長
」
を
加
え
る
。



（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関

す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の

特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。

（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
、
同
法
」
を
「
及
び
同
法
」
に
改
め
、
「
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

特
例
市
の
長
」
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。



（
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
令
）

第
三
十
八
条

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に
対
す
る
法
の
適
用
）
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
三
条
第
二

項
の
項
中
「
区
長
」
の
下
に
「
（
総
合
区
長
を
含
む
。
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同

表
第
三
十
二
条
の
項
中
「
市
及
び
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
不
動
産
登
記
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
、
区
長
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
長
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
又
は
区
長
」
の
下
に
「
若
し
く
は
総
合
区
長
」
を
加
え
る
。

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。



第
二
条
第
一
項
中
「
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
法
第
七
十
四
条
の
二
第
十
項
を
除
く
。
）
」
を
「
同
法
第
七
十
四
条
の
二

第
一
項
中
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
区
（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
」
と
、
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
」
と
あ
る
の
は
「
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
」
と

、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
並
び
に
同
法
第
七
十
四
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一

条
第
二
項
」
の
下
に
「
中
「
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
区
（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
選
挙

管
理
委
員
会
」
と
」
を
加
え
る
。

（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
経
て
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
第
百
四
十
一
条
及
び
第
百
四
十
二
条
を
除
き
、
以
下

同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
区
の
」
を
「
区
及
び
総
合
区



の
」
に
改
め
、
「
と
し
、
法
第
五
条
（
住
所
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
は
市
に
含
ま
れ

る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
の
区
長
が
作
成
し
た
」
と
、
同
項
第
二
号
」
を
「
（
総
合
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
の
区
長
（
総
合
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
作
成
し
た
」
と
、
同
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
加
え
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
一
条
中
「
に
つ
い
て
は
、
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
、
「
区
長
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
長
」
を
加
え

る
。

（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。



第
十
一
条
の
表
第
百
七
十
条
第
一
項
の
項
中
「
の
区
」
の
下
に
「
又
は
総
合
区
」
を
加
え
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六

年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
指
定
都
市
の
区
及
び
総
合
区
に
対
す
る
法
の
適
用
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
七

条
第
二
項
の
項
中
「
区
長
は
」
を
「
区
長
（
総
合
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
」
に
改
め
、
同
表
第
八
条
第
一
項
の
項

中
「
当
該
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
次
項
及
び
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
の
見
出
し
中
「
区
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
区
長
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区

長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
第
三
条
第
一
項
の
項
中
「
区
長
（
」
の
下
に
「
総
合
区
長
を
含
む
。
」
を
加
え
、
同
表
第

十
三
条
第
二
項
の
項
中
「
当
該
区
」
の
下
に
「
（
総
合
区
を
含
む
。
第
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同

表
第
十
五
条
第
三
項
の
項
中
「
区
長
」
の
下
に
「
（
総
合
区
長
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
区
長
」
の
下
に
「
及
び
総
合
区
長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
区
長
」
の
下
に

「
若
し
く
は
総
合
区
長
」
を
加
え
る
。

（
復
興
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
六
条

復
興
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
特
例
市
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
政

令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
十
一
号
）
の
項
中
「
、
中
核
市
又
は
特
例
市
」
を
「
又
は
中
核
市
」
に
改
め
る
。

（
総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
十
九
号
及
び
第
四
十
六
条
第
九
号
中
「
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
及
び
」
を
「
国
地
方
係
争
処
理
委

員
会
、
」
に
改
め
、
「
自
治
紛
争
処
理
委
員
」
の
下
に
「
及
び
指
定
都
市
都
道
府
県
勧
告
調
整
委
員
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
の
二
第
四
号
中
「
及
び
特
例
市
」
を
削
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
地
方
自
治
法
施
行
令
目
次
の
改
正
規
定
、
同
令
第
二
編

第
八
章
第
三
節
の
節
名
を
削
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
、
第
十
七

条
、
第
十
八
条
（
指
定
都
市
、
中
核
市
又
は
特
例
市
の
指
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
政
令
第
四
条

第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
二
条
、

第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
並
び
に
第
四
十
七
条
中
総
務
省
組
織
令
第
四
十
七
条
の
二
第
四
号
の

改
正
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

施
行
時
特
例
市
（
改
正
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
例

市
が
処
理
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十



六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
時
特
例
市
」
と
い
う

。
）
」
と
、
「
特
例
市
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
時
特
例
市
若
し
く
は
」
と
、
「
特
例
市
が
し
た
」
と
あ
る
の
は
「

施
行
時
特
例
市
が
し
た
」
と
、
「
事
務
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
を
除
く
。
）
を
処
理
す
る
も
の
」
と
、
「
特
例

市
に
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
時
特
例
市
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
特
例
市
の
市
長
」
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
（
第
百
二
十
三
条
第

一
項
に
お
い
て
「
施
行
時
特
例
市
」
と
い
う
。
）
の
市
長
」
」
と
、
「
特
例
市
に
対
し
、
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
時

特
例
市
に
対
し
、
施
行
時
特
例
市
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
第
百
七
十

四
条
の
四
十
九
の
二
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令

第
三
十
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
第
一

項
」
と
す
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
時
特
例
市
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
第
七
十
七
条
第
三
項

の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三



第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に

規
定
す
る
」
と
、
「
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
法
第
百
三
十
六
条
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
附

則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百
三
十
六
条
の
三
」
と
、
「
地
方
自
治
法
施
行
令
」
と
あ
る

の
は
「
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
十
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
」
と
す
る
。

（
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
」
と
、
「
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
「
中
核
市

」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す

る
施
行
時
特
例
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
又
は
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
、
中
核
市
又
は
施

行
時
特
例
市
」
と
す
る
。

（
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

施
行
時
特
例
市
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に



お
い
て
「
旧
大
気
汚
染
防
止
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
附
則
第
五
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五

十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
特
定
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
行
時
特
例
市
」

と
、
「
「
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
「
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
特
例
市
の
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
時
特
例
市
の
長
に

」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
事
務
及
び
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
」
と
、
「
特
定
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
特

定
施
行
時
特
例
市
」
と
、
旧
大
気
汚
染
防
止
令
附
則
第
五
項
中
「
特
定
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
行
時
特
例
市
」
と

す
る
。

（
都
市
再
開
発
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
再
開
発
法
施
行
令
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
地
方
自
治
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
第
百
三
十
七
条
」
と
あ
る



の
は
「
第
百
三
十
七
条
（
平
成
二
十
六
年
地
方
自
治
法
改
正
法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
中
核
市
の
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
又
は
施
行
時
特
例
市
の
」
と
す
る
。

（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
「
中
核
市
」
と
い

う
。
）
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成

二
十
六
年
地
方
自
治
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行

時
特
例
市
」
と
、
「
第
三
百
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
八
条
（
平
成
二
十
六
年
地
方
自
治
法
改
正
法
附
則
第
四
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
「
中
核
市
の
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
又
は
施
行
時
特

例
市
の
」
と
す
る
。

（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条

施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
第
十
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
及
び
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
」
と
、
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
の
長
及
び
地
方



自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
」
と
す

る
。

（
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条

施
行
時
特
例
市
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
（
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
ば
い
煙
発
生
施
設
、
特
定
粉
じ
ん
発
生

施
設
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
」
と
、
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一

項
の
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条

に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
「
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
「
施
行
時
特
例
市
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
前
二
号
に

掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
ば
い
煙
発
生
施
設
、
一
般
粉
じ
ん
発
生
施
設
、
特
定
粉
じ
ん
発
生
施
設
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発

生
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
」
と
、
「
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
時
特
例
市
」
と
す
る
。

（
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

施
行
時
特
例
市
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
第



八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項
の
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
「
特
例
市
」
と
あ
る
の
は

「
「
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
特
例
市
の
長
に
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
時
特
例
市
の
長
に
」
と
す
る
。

（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条

施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供

給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
及
び
同
法
」
と
あ
る
の
は

「
、
同
法
」
と
、
「
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
地
方
自
治
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
第
百
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

五
条
（
平
成
二
十
六
年
地
方
自
治
法
改
正
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

」
と
、
「
又
は
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
、
中
核
市
又
は
施
行
時
特
例
市
」
と
、
「
、
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
、

施
行
時
特
例
市
に
あ
つ
て
は
施
行
時
特
例
市
」
と
す
る
。



（
計
量
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条

施
行
時
特
例
市
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
計
量
法
施
行
令
別
表
第
一
第
三
号
の
規
定

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
三
第
一
項

の
特
例
市
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条

に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
」
と
す
る
。

（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条

施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
法
第
二
十
条
の
四
第
三
項
の
項
中
「
若
し
く
は
同
法
」
と
あ
る
の

は
「
、
同
法
」
と
、
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
若
し
く
は
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
」
と
す
る
。

（
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
第
五

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
九
条
本
文
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
本
文
（
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す



る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
地
方
自
治
法
改
正
法
」
と
い
う
。

）
附
則
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
若
し
く
は
同

法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
」
と
、
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
若
し
く
は
平
成
二
十
六
年
地
方
自
治
法
改
正
法
附

則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
」
と
す
る
。

（
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

施
行
時
特
例
市
に
対
す
る
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
第
八
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
及
び
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
」
と
、
「
中
核
市
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
の
長
及
び
地

方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
施
行
時
特
例
市
」
と

す
る
。



理

由

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
総
合
区
の
設
置
及
び
指
定
都
市
都
道
府
県
調
整
会
議
に
お
け
る
協

議
に
係
る
総
務
大
臣
の
勧
告
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
特
例
市
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
等
所
要

の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


